
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『オープンキャンパス始まります！』 
 今回は私が担当させていただいている『北海道千歳リハビリテーション大学』様をご紹介させていただきます。 

5/22（日）にオープンキャンパスが行われます！どんな大学なの？サークル活動は？など、少しでも皆さんに

伝えたいと思います！ 

                         ●学校紹介 

リハビリを専門とする理学療法士、作業療法士を育成する 

単科大学で、前身の専門学校から数えると開学して 27 年 

となり、これまでに 2,000 人以上の卒業生を送り出して 

います。 

充実した施設、設備に加え、様々な分野で活躍されている 

先生が在籍されていて、図書館・ラウンジなど、勉強する 

環境が整っています！ 

 

●部・サークルの紹介 

バスケ部やサッカー部などのスポーツ系、ボランティア部 

など文化系もありますが、予防運動クラブ、スポーツ理学

療法クラブといったリハビリに特化した大学ならではのサークルもあります。 

 

●施設紹介 

専門科目の実技を身につける各種教室をはじめ図書館や体育館、ラウンジ、売店など、充実しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●オープンキャンパス 

5/22 を皮切りに、来校型のオープンキャンパスを 

9 月まで毎月実施します。 

医療系に興味がある高校生の方が周りにいれば、 

遠慮なくお声がけください。 
 

以上、ありがとうございました。 

 

 

 
 

＜ 営業部 ： 尾路 ＞ 

リハビリ大学様 校舎写真 

演習室 

ラウンジ 

図書館 

売店 

レクリエーション室 



 
『北海道ボールパーク Fビレッジが 2023年 3月開業』 

今回は、北広島市民の方は勿論ですが、道民又道外の皆様方が楽しみにしている『 HOKKAIDO BALLPARK 

F VILLAGE 』の概要を紹介致します。 

2020 年 5 月上旬から本格的に建設工事が始まり、現在、スタジアムの整備状況としては約 70%の出来高と

なっています。新球場名は『ES CON FIELD HOKKAIDO』エス コン フィールド HOKKAIDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今ではテレビでもプロ野球が開幕しており『北海道日本ハムファイターズ』の話題と『BIG BOSS』の愛称で親

しまれている 新庄監督が注目されており、野球ファンの方には今まで以上に感動を与えてくれると思います。 

スタジアムは約 35,000 人(座席数 30,000 席)の収容人数となり地上 6 階(地下 2 階)で構成されます。レフト

側には 5 階建てのビル「TOWER 11」が併設され、5 階には宿泊施設、4 階には 温浴・サウナ施設、1 階～3

階には レストランが設置される予定です。全国的にまだまだ、コロナ感染も落ち着いておりませんが、来年の F

ビレッジの開業は、皆さんを明るい話題で元気にさせて頂けるでしょう!! 

 

 

 

 
 

＜ 営業部 ： 奥山 ＞ 

『2022年4月道路交通法改正 社用車を使う際のアルコールチェックの義務化 社用車を使うものとして』 

 2022 年 4 月から改正は、個人ではなく事業者の管理強化という内容ですが、社用車を使うものとして気を付

けるべきことを調べました。まず令和４年４月１日に施行される、道路交通法施行規則第９条の 10（安全運転管

理者の業務）について。 

 

 

 

 

 

「運転者の酒気帯び確認の方法は対面が原則である。直行直帰の場合など対面での確認が困難な場合にはこれに

準ずる適宜の方法で実施すればよい」となっていますが、ただしそれは暫定措置で、令和４年 10 月１日以降は、

もう一段階酒気帯びの有無に関する確認が強化されるので要注意です。具体的には、4 月 1 日施行の新ルールの

「確認の方法」に「国家公安委員会が定めるアルコール検知器を用いて行うこと」（第６号）と、「アルコール

検知器を常時有効に保持すること」（第７号）がプラスされます。 

1 事業所あたり 5 台以上の自動車を業務に使用している事業所では、今年からアルコールチェックが厳しく義務

化され、必ず飲酒運転の取り締まりもセットで強化されるはずで、ビジネス・プライベートにかかわらず、飲酒

運転に対する社会の目は厳しくなる一方なので、飲酒運転が引き起こす事態の重大性を肝に銘じておきたいもの

です。また、細かくなりますが 1 事業所あたり 5 台以上の自動車を業務に使用している事業所の従業員が、出張

先等でレンタカーを運転し業務に従事する場合、使用車両がレンタカーであっても、酒気帯びの有無の確認は必

要になるようです。使用する車両が社用車か否かは関係なく、運転目的が業務で 

あるか否かで判断することも注意が必要になります。 

 
『制限なし』のゴールデンウィークは 3年ぶり！ 

ドライブやＢＢＱやゴルフなどに最適な季節に 

なってきましたネ。引き続き感染予防の対策を 

しっかりしながら、余暇を楽しみましょう。 

＜ 業務部 ： 岩切 ＞ 

（１） 運転前後の運転者に対し、当該運転者の状態を目視等で確認することにより、当該運転者の酒気帯びの有無を確認すること（第６号） 

（２） 前記（１）の確認の内容を記録し、当該記録を１年間保存すること（第７号） 

 下記を毎日記録して、1 年間保存することが義務づけられる。 

・確認者名、運転者 ・運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号等 

・確認の日時、確認の方法 ・酒気帯びの有無 ・指示事項、その他必要な事項 

 

発行元 ： (株)  カ ミ ノ 
TEL：0123-23-4255 / FAX：0123-24-1381 

E-mail ： kamino@kamino.co.jp 

ホームページ ： http://kamino.co.jp/ 
（カミノトピックスのバックナンバーもご覧いただけます） 

 


